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Ⅰ 総括・概要 
１ 歯科保健対策の根拠等 

・「歯科口腔保健の推進に関する法律」及び「新潟県歯科保健推進条例」に基づ

き、県は、歯科保健医療計画を定め、障害の有無に関わらず生涯切れ目のな

い歯科保健対策を推進する。 
・県は、市町村に対して歯科保健計画の策定への助言や専門的・技術的支援を

行い、県民への歯科保健医療サービスの充実を図る。 
 

２ 現状と課題 

・12 歳児の平均むし歯数は全国最少だが、８０２０（ﾊﾁﾏﾙﾆｲﾏﾙ）達成者の割合

は全国平均を下回っており、成人期以降の取組が課題。 
・定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている県民は２割程度。  
・要介護高齢者等が必要な口腔ケアを受けずに誤嚥性肺炎等が起きやすい状況。 
・がん患者等への口腔管理を行う病院と歯科診療所との連携体制の構築が必要。 

 ※第５次新潟県歯科保健医療計画指標一覧は次ページ参照 

 
３ 施策の方向性 

（１）乳幼児期～青少年期 

○学校等におけるフッ化物洗口の推進及び歯科保健指導の充実 
・市町村への補助金及びマニュアル策定等による支援 
・高等学校等への啓発媒体等の提供 

（２）成人期～高齢期 

○働く世代における歯科健診及び保健指導等の取組促進 
  ・健診ガイドラインの整備及び専門学校を対象とした支援事業の実施 
  ・企業等における歯みがきスペースの整備に対する補助等の実施 

  ○「にいがた健口文化推進月間（11 月）」における普及啓発の推進 
  ○（株）ロッテとの連携による「噛むこと」を通じた啓発普及 
 ○健康立県プロモーション事業における「デンタルケア」の推進  

（３）要介護者・障害者、医科歯科連携   

○在宅歯科医療等の推進体制の整備 
 ・在宅歯科医療連携室の整備（県内 16 か所） 

・要介護者、障害者等の歯科治療等を担う歯科医師、歯科衛生士の養成 
・要介護者、障害者等を対象とした歯科健診・保健指導事業 
・病院における訪問歯科診療機器等整備事業 

○がん患者等の口腔ケアの推進 

 ・がん患者等の医科歯科連携を促進するためのモデル事業や協議会の開催 
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４ 第５次新潟県歯科保健医療計画指標一覧 
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５ 県歯科保健事業の体系図（令和５年度） 
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一
人
ひ
と
り
が
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
『
健
康
立
県
の
実
現
』
を
目
指
し
、
県
民
運
動
と
し
て
「
ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
展
開

●
「
は
じ
め
よ
う
、
け
ん
こ
う
ti
m
e」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
日
頃
、
健
康
に
つ
い
て
考
え
る
時
間
が
少
な
く
な
り
が
ち
な
働
く
世
代
を
中
心
に
、
「
自
分
の
た
め
の
健
康
時
間
を
持
つ
こ
と
」
の
大
切
さ
を
認
識
し
て
も
ら
い
、
行
動
を
促
す
た
め
、
５
つ
の
テ
ー
マ
別
※
に
取
組
を
実
施

※
「
生
き
が
い
・
幸
福
度
」
を
軸
に
、
「
食
生
活
」
、
「
運
動
」
、
「
デ
ン
タ
ル
ケ
ア
」
、
「
た
ば
こ
」
、
「
早
期
発
見
・
早
期
受
診
」
の
5
つ
の
テ
ー
マ
を
設
定

●
「
デ
ン
タ
ル
ケ
ア
」
で
は
、
「
あ
な
た
の
た
め
の
、
歯
の
プ
ロ
を
。
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、
自
分
の
歯
の
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
る
、
か
か
り
つ
け
歯
科
医
を
持
つ
こ
と
の
必
要
性
、
重
要
性
等
を
啓
発

【
新
規
・
重
点
】
歯
み
が
き
ス
ペ
ー
ス
環
境
整
備
等
モ
デ
ル
事
業
[8
,5
2
0
千
円
]

・
歯
み
が
き
ス
ペ
ー
ス
環
境
整
備
モ
デ
ル
事
業
（
環
境
整
備
補
助
金
・
歯
科
保
健
指
導
等
の
介
入
・
評
価
分
析
）

補
助
対
象
：
に
い
が
た
健
康
経
営
推
進
企
業
及
び
県
内
専
門
学
校

・
高
等
学
校
等
を
対
象
と
し
た
啓
発
事
業
（
啓
発
媒
体
の
作
成
・
口
腔
チ
ェ
ッ
ク
ア
プ
リ
等
の
活
用
）

【
継
続
】
が
ん
患
者
等
に
お
け
る
医
科
歯
科
連
携
促
進
事
業

［
2
,6
5
8
千
円
（
基
金
事
業
）
］

・
医
科
歯
科
連
携
の
た
め
の
基
盤
整
備

・
地
域
に
お
け
る
医
科
歯
科
連
携
体
制
の
構
築
支
援

【
継
続
】
在
宅
歯
科
医
療
支
援
事
業

［
1
5
,4
5
0
千
円
（
基
金
事
業
）
］

・
在
宅
歯
科
医
療
を
担
う
歯
科
医
師
等
を
対
象
と
し
た
研
修

【
継
続
】
病
院
に
お
け
る
訪
問
歯
科
診
療
機
器
等
整
備
事
業

［
7
,2
7
6
千
円
（
基
金
事
業
）
］

・
訪
問
歯
科
診
療
機
器
等
を
整
備
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助

補
助
対
象
：
歯
科
を
標
榜
す
る
病
院

【
継
続
】
在
宅
歯
科
医
療
連
携
室
整
備
事
業

［
8
1
,4
4
3
千
円
（
基
金
事
業
）
］

・
在
宅
歯
科
医
療
基
幹
連
携
室
の
整
備

・
在
宅
歯
科
医
療
連
携
室
の
整
備

成
人

期
～

高
齢

期

予
防
・健
診

【
継
続
】
「
に
い
が
た
健
口
文
化
」
醸
成
事
業
［
4
,5
3
7
千
円
］

・
に
い
が
た
健
口
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
普
及
啓
発
等

【
継
続
】
お
と
な
の
デ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
推
進
事
業
［
1
,0
0
0
千
円
］

・
歯
科
保
健
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
（
専
門
学
校
）
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Ⅱ 各論 
 
１ 乳幼児期～青少年期 

 

【むし歯・歯周病予防】 

細事業名 むし歯予防事業補助金 関係条文 第 11 条(3) 

実施主体 県 

事業内容  市町村が行うフッ化物歯面塗布及びフッ化物洗口事業に要する経

費の 1/3 を補助する。 

実績 補助市町村：11 市町村 

 

細事業名 県立学校におけるフッ化物洗口の推進 関係条文 第 11 条(3) 

実施主体 県教育委員会 

事業内容  県立中等教育学校（前期課程）におけるフッ化物応用事業を推進し、

歯質の強化によるむし歯予防を行った。 

実績 対象６校（全学校）にてフッ化物洗口実施 

 

細事業名 フッ化物洗口実施状況調査・指導 関係条文 第 11 条(3) 

実施主体 県・県教育委員会（県地域機関及び教育事務所等が実施） 

事業内容  保育所及び学校等における薬剤・洗口液の管理及び実施方法等につ

いてチェックリストを活用して調査し、フッ化物洗口が適正に行わ

れるよう、指導・助言を行う。 

実績 実施施設数：計 321 施設 

※毎年、全実施施設の３分の１ずつを調査 

保育所・幼

稚園・幼保

連携型認定

こども園 

小学校 中学校 
義務教育

学校 

県立中等教

育学校（前

期課程） 

特別支援

学校 

149 施設 129 施設 40 施設 １施設 １施設 １施設 
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細事業名 学校職員等に対する研修 関係条文 第 11 条(4) 

実施主体 県教育委員会 

事業内容  歯肉炎予防における指導者養成のための講習会や管理職、養護教諭

等を対象とした研修会における意識啓発を行い、歯科保健教育の充

実を図った。 

実績 ・学校安全・保健体育担当者会議（対象：管理職） 

 資料の配付 

・新採用養護教諭研修及び中堅教諭等資質向上研修（養護教諭）に 

 おける歯科保健の講義実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細事業名 歯みがきスペース環境整備等モデル事業 関係条文 第 11 条(1) 

実施主体 県 

事業内容  ・歯みがきスペース環境整備モデル事業 
働く世代等の歯と口の健康を維持・増進するため、企業等における

口腔衛生習慣の定着を促進する観点から、歯みがきスペース環境整

備に意欲のある企業等（にいがた健康経営推進企業及び県内専門学

校）を公募し、その整備に対して補助を行う。さらに、設備整備後

に歯科保健指導等を実施し、その効果を検証するモデル事業を実施

する。 
・高等学校等を対象とした啓発事業（アプリ活用モデルを含む） 
小学校・中学校と比較して組織的な支援が少なくなる高等学校に対

して、養護教諭等が自由に使用できる啓発媒体を作成し、提供する

ことで、学校における歯科保健の取組を後押しする。また、口腔チ

ェックアプリ等を活用した高校生等に対する新たなアプローチ方

法をモデル的に実施し、効果を検証する。 
実績 ・環境整備モデル事業参加事業所数：５ 

・啓発事業参加高等学校数：４ 
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【調査】 

 

【咀しゃく習慣】 

細事業名 
８０２０運動推進特別事業 

（健康・食育・噛むカム推進事業） 
関係条文 第 11 条(1) 

実施主体 県 

事業内容  よく噛むこと等に関する啓発を行う。 
実績 にいがた健口文化推進月間等に併せ、啓発を行った。 

 

【その他】 

細事業名 学校歯科保健推進事業 関係条文 第 11 条(5) 

実施主体 県教育委員会（県歯科医師会委託） 

事業内容  歯科医師及び学校関係者向けの外傷予防講演会を開催することに

より、口腔事故の軽減を図るとともに外傷予防の意識啓発を図っ

た。 

実績 ・児童生徒の外傷予防に向けた検討会等の開催 

・歯科医師向け外傷予防講演会（対象：学校歯科医等） 

   県内１か所（オンライン配信…配信期間：15 日間） 

・学校関係者向け外傷予防研修会 

 （対象：学校関係者（教職員等）、児童生徒、保護者）       

県内４か所 受講者数：441 名 

 

 

 

 

 

細事業名 歯科疾患実態調査 関係条文 第 11 条(9) 

実施主体 県、県教育委員会 

事業内容  本県における歯科保健施策の評価、検討を行うための基礎資料とす

るため、乳幼児期～青少年期の歯科疾患の実態や学校等における歯

科保健対策の取組状況等について、県内全保育所、学校等を対象に

調査を実施する。  
実績 調査項目及び結果等は「歯科疾患の現状と歯科保健対策（乳幼児期

～青少年期）令和５年度版」参照 

掲載場所：健康にいがた 21 ホームページ 

https://www.kenko-niigata.com/toukei/hatokuchi/414.html 
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２ 成人期・高齢期 

 

【予防・健診】 

 

細事業名 おとなのデンタルヘルス推進事業 関係条文 第 11 条(2) 

実施主体 県（新潟県歯科保健協会委託） 

事業内容  青少年期以降の切れ目のない歯科保健対策を推進するため、学校

における歯科保健の取組を以下の方法で支援する。 

・歯科保健スタートアップ支援 

専門学校が独自の歯科保健の取組を開始し、介入後もその取組が

継続することを目指し、歯科専門職による支援を行う。 

実績 ・介入校３校に対し、支援を実施した（２年間支援の２年目）。 

 

 

 

 

 

 

細事業名 
８０２０運動推進特別事業 

（「にいがた健口文化」醸成事業） 
関係条文 第 11 条(1) 

実施主体 県（一部県歯科医師会委託）（一部県地域機関が実施） 

事業内容  歯科保健推進条例の基本理念である「すべての県民が歯や口に

よい生活習慣を日常的に取組、次世代に受け継いでいること

（にいがた健口文化）」の実現を目指すため、歯と口の健康に関

する普及啓発及び地域の実情に応じた取組支援等を行い、県民の意

識・行動の定着を支援する。 
実績 ・にいがた健口文化フォーラムの開催：県内７地域 

・各種メディアを通じた啓発（テレビ、ラジオ、新聞等） 

・県立図書館における啓発媒体及び歯科保健関連図書の展示 

・学校等へのポスター等啓発媒体の配布 

・県地域機関における普及啓発 

 例）・事業所衛生担当者等に対する歯科講話の実施 

・市町村主催のイベント等への相乗りによるブース出展 

・県地域機関における住民や歯科専門職等との意見交換及び地域

の実情を踏まえたテーマによる研修会等を実施 
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細事業名 
歯みがきスペース環境整備等モデル事業 

（再掲） 
関係条文 第 11 条(1) 

実施主体 県 

事業内容  ・歯みがきスペース環境整備モデル事業 
働く世代等の歯と口の健康を維持・増進するため、企業等における

口腔衛生習慣の定着を促進する観点から、歯みがきスペース環境整

備に意欲のある企業等（にいがた健康経営推進企業及び県内専門学

校）を公募し、その整備に対して補助を行う。さらに、設備整備後

に歯科保健指導等を実施し、その効果を検証するモデル事業を実施

する。 
・高等学校等を対象とした啓発事業（アプリ活用モデルを含む） 
小学校・中学校と比較して組織的な支援が少なくなる高等学校に対

して、養護教諭等が自由に使用できる啓発媒体を作成し、提供する

ことで、学校における歯科保健の取組を後押しする。また、口腔チ

ェックアプリ等を活用した高校生等に対する新たなアプローチ方

法をモデル的に実施し、効果を検証する。 
実績 ・環境整備モデル事業参加事業所数：５ 

・啓発事業参加高等学校数：４ 

細事業名 オーラルフレイル予防促進事業 関係条文 第 11 条(1) 

実施主体 県（一部県歯科医師会及び県歯科衛生士会委託） 

事業内容  青少年期以降の切れ目のない歯科保健対策の推進のため、成人期

（40 代～）も含めたオーラルフレイルの普及啓発及び歯科専門職

等の育成・活動支援等を実施することにより、市町村の通いの場等

におけるオーラルフレイル予防の取組を支援する。 
実績 ・啓発媒体の作成・配布 

・オーラルフレイル予防に対応できる歯科医師・歯科衛生士等育成

のための研修会開催：受講者歯科医師延 721 名、歯科衛生士延べ

69 名 
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【その他】 

  

細事業名 市町村歯科保健事業の支援 関係条文 第 11 条(4) 

実施主体 県 

事業内容  市町村が歯科保健事業を円滑に実施できるよう、支援を行う。 

実績 ・健（検）診ガイドラインの整備 

・特定健診・保健指導に関する研修（初任者編）の開催 
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３ 要介護者・障害者、医科歯科連携 

 

【予防・健診】 

 

 

 

 

 

 

 

細事業名 要介護者等歯科保健推進事業 関係条文 第 11 条(6)（8） 

実施主体 県（一部県歯科医師会委託、一部県地域機関が実施） 

事業内容  ・在宅要介護者の訪問歯科健診 

歯科保健サービスを受けることが困難な在宅要介護者等の歯科

疾患の予防・治療を促進するため、希望者に対して訪問歯科健診を

行う。 

・介護施設職員等に対する口腔ケア実地研修 

希望する施設に対し歯科医師及び歯科衛生士を派遣し、施設入所

者等への口腔ケアの方法等について、職員対象の実地研修を行う。 

・介護関係職員等を対象とした口腔ケア研修会 

要介護者等の口腔機能の向上を図るため、介護関係職員等を対

象に口腔ケアの方法等に関する研修会を行う。 

実績 ・訪問歯科健診受診者：18 名 

・口腔ケア実地研修実施施設：31 施設 

・口腔ケア研修会開催地域：県内４か所 

細事業名 障害児（者）歯科保健推進事業 関係条文 第 11 条(6)（8） 

実施主体 県（県歯科医師会委託） 

事業内容  ・小規模障害者施設等の歯科健診・保健指導 

健常者に比べ歯科的問題が多い障害児（者）の歯科疾患の予防・

治療を促進するため、地域活動支援センター等において、歯科健診、

歯科保健指導及び健康教育を行う。 

・障害者施設職員等に対する口腔ケア実地研修 

希望する施設に対し歯科医師及び歯科衛生士を派遣し、施設入所

者等への口腔ケアの方法等について、職員対象の実地研修を行う。 

実績 ・歯科健診・保健指導実施施設：35 施設 

・口腔ケア実地研修実施施設：12 施設 
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【在宅医療】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細事業名 障害者等歯科医療技術者養成事業 関係条文 第 11 条(8) 

実施主体 県（県歯科医師会委託） 

事業内容  身近な地域で障害児（者）が歯科保健医療サービスを受けられる体

制を整備するため、歯科医師及び歯科衛生士等を養成する。 

実績 ・講義受講者：139 名 

・一次・二次歯科医療実習受講者：７名 

・三次歯科医療実習受講者：９名 

細事業名 
特別支援学校におけるフッ化物洗口等の

推進 
関係条文 第 11 条(3) 

実施主体 県教育委員会 

事業内容  県立特別支援学校におけるフッ化物応用事業を推進し、実施可能な

学校から順次実施し、歯質の強化によるむし歯予防を行った。 

実績 県立特別支援学校対象 20 校中８校にてフッ化物洗口及びフッ化物       

歯面塗布を実施 

細事業名 在宅歯科医療連携室整備事業 関係条文 第 11 条(6) 

実施主体 県（県歯科医師会委託） 

事業内容  在宅要介護者への口腔ケア等を円滑に提供するため、地域において

在宅歯科診療の拠点となる連携室を整備する。 

実績 ・県歯科医師会に、在宅歯科医療基幹連携室を設置・運営 
・県内全郡市歯科医師会(16)に在宅歯科医療連携室を設置・運営 
・訪問診療依頼：6,973 件（全県） 
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【医科歯科連携】 

 
  

 

 
 
 

細事業名 在宅歯科医療支援事業 関係条文 第 11 条(8) 

実施主体 県（県歯科医師会補助） 

事業内容  身近な地域で歯科保健医療サービスが受けられる体制を整備

するため、中心的な役割を担う歯科医師等を養成する。 

実績 
研修内容等 受講者数 

歯科医師在宅歯科医療スタンダード研修 1,182 名 

歯科衛生士／歯科技工士在宅歯科医療スタンダード研修 352 名 

在宅医療プロフェッショナル歯科医師等養成研修 
185 名 

在宅歯科診療フォローアップ研修 
摂食嚥下治療登録医研修 延 170 名 

摂食嚥下治療アドバンス研修 延 167 名 

 

細事業名 
病院における訪問歯科診療機器等整備事

業 
関係条文 第 11 条(6) 

実施主体 県 

事業内容  歯科を標榜する病院を対象として、訪問歯科診療機器等を整備

するための費用の一部を補助する。 

実績 補助病院数：５病院 

細事業名 

８０２０運動推進特別事業 
（がん患者等における医科歯科連携促進

事業） 

関係条文 第 11 条(11) 

実施主体 県（県歯科医師会委託） 

事業内容  患者の医療の質を高めるため、病診連携や診診連携等による医科歯

科連携ができる人材の育成と地域における医科歯科連携の体制整

備の促進を図る。 
実績 ・医科歯科連携研修会の開催：３回 

・地域における医科歯科連携体制の構築支援 
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４ 基盤整備 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細事業名 歯科保健推進会議 関係条文 第 11 条(11) 

実施主体 県（一部県地域機関実施、一部県歯科医師会委託） 

事業内容  ○新潟県歯科保健医療対策委員会 
県内の歯科保健医療事業の総合的かつ効果的な実施及び今後の

歯科保健医療対策のあり方について協議する。 
○歯科保健調査企画連携協議会 

地域機関が、県歯科保健医療計画の目指す姿を実現するため、保

健、医療、社会福祉、労働衛生、教育等と連携を図りながら、地域

における課題解決に向けた協議会等を行う。 
〇歯科保健医療提供体制等構築検討会 
 本県における、将来に向けた歯科保健医療提供体制等の構築につ

いて検討を行う。 
実績 ○新潟県歯科保健医療対策委員会：１回開催 

○歯科保健調査企画連携協議会：12 地域機関で開催 
〇歯科保健医療提供体制等構築検討会：１回開催 

細事業名 
公益財団法人新潟県歯科保健協会事業活

動費等補助金 
関係条文 第 11 条(11) 

実施主体 県（歯科保健協会補助） 

事業内容  （公財）新潟県歯科保健協会が行う普及啓発等、本県の歯科保健の

推進に資する事業に要する経費の一部を補助する。 

実績 補助額：1,883,000 円 
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 新潟県歯科保健推進条例 
 

平成 20 年 7 月 22 日 
新潟県条例第 32 号 

新潟県歯科保健推進条例をここに公布する。 
新潟県歯科保健推進条例 

(目的) 
第 1 条 この条例は、歯・口腔

くう

の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病対策をはじめとする県民

の健康づくりに果たす役割の重要性に鑑み、県民の生涯にわたる歯・口腔
くう

の健康づくりに関

する施策を総合的かつ効果的に推進することにより、他の疾患に比べて高い県民の歯科疾患

の有病率の低下及び県民の歯・口腔
くう

の健康に関する格差の解消等を図り、もって県民の健康

づくりに寄与し、県民の健康水準を向上させることを目的とする。 
(平 24 条例 46・一部改正) 

(基本理念) 
第 2 条 歯・口腔

くう

の健康づくりは、県民が自らむし歯や歯周病等の歯・口腔
くう

疾患の予防に取り

組むとともに、歯科疾患が重症化しやすく、かつ、口腔
くう

の機能に問題を抱えることが多い障

害を有する者、介護を必要とする者等をはじめ、県民が適切な時期に必要な口腔
くう

保健サービ

スと医療を受けられるよう、保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有

機的な連携を図りながら、生涯にわたり歯・口腔
くう

の健康を維持増進できる環境が整備される

ことを旨として行われなければならない。 
2 歯・口腔

くう

の健康づくりは、県民一人ひとりがその日常生活の中で関心と理解を深め、積極

的に取り組むことが日常生活の中で習慣化され、将来の世代に伝えられることを旨として行

われなければならない。 
(平 24 条例 46・一部改正) 

(県の責務) 
第 3 条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、歯・口腔

くう

の健康づくりに資する総合的な施

策を策定し、及び実施する責務を有する。 
(市町村の役割) 

第 4 条 市町村は、第 2 条に規定する基本理念を踏まえ、歯科口腔保健の推進に関する法律(平
成 23 年法律第 95 号。以下「歯科口腔保健法」という。)、健康増進法(平成 14 年法律第 103
号)、母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)等の歯・口腔

くう

の健康づくりに関する法令に基づき、

歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策を継続的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。 
(平 24 条例 46・一部改正) 

(教育関係者及び保健医療福祉関係者等の責務) 
第 5 条 教育関係者及び保健医療福祉関係者等は、第 2 条に規定する基本理念にのっとり、県

民の歯・口腔
くう

の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯・口腔
くう

の健康づくりに関する活動と

の連携及び協力を図るよう努めるものとする。 
(事業者及び医療保険者の役割) 
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第 6 条 事業者は、第 2 条に規定する基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する従業員

が、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する正しい知識を持つとともに、生涯にわたって歯・口腔
くう

疾

患の予防に向けた取組を行うことを促進するため、歯科保健に関する教育及び歯科健診等の

歯・口腔
くう

の健康づくりの機会の確保に努めるものとする。 
2 医療保険者(介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)第 7 条第 7 項に規定する医療保険者をい

う。)は、第 2 条に規定する基本理念にのっとり、県内の被保険者が、歯・口腔
くう

の健康づくり

に関する正しい知識を持つとともに、生涯にわたって歯・口腔
くう

疾患の予防に向けた取組を行

うことを促進するため、歯科保健に関する教育及び歯科健診等の歯・口腔
くう

の健康づくりの機

会の確保に努めるものとする。 
(平 24 条例 46・追加) 

(県民の役割) 
第 7条 県民は、歯・口腔

くう

の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。 
2 県民は、県及び市町村が実施する歯・口腔

くう

の健康づくりに関する施策を活用すること、か

かりつけ歯科医の支援を受けること等により、自ら歯・口腔
くう

の健康づくりに取り組むよう努

めるものとする。 
(平 24 条例 46・旧第 6 条繰下) 

(財政上の措置) 
第 8 条 県は、歯・口腔

くう

の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講

ずるよう努めるものとする。 
(平 24 条例 46・旧第 7 条繰下・一部改正) 

(県歯科保健計画) 
第 9 条 知事は、生涯にわたる県民の歯・口腔

くう

の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的

に推進するため、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する基本的な計画(以下「県歯科保健計画」とい

う。)を定めるものとする。 
2 県歯科保健計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 歯・口腔
くう

の健康づくりに関する基本方針 
(2) 歯・口腔

くう

の健康づくりに関する目標 
(3) 前号の目標の達成に向け県が実施する施策の展開方針 
(4) 計画の位置付け及び期間 
(5) 計画の進行管理及び評価方法 

3 知事は、県歯科保健計画を定めようとするときには、あらかじめ歯科保健に関する学識経

験者の意見を聴くとともに、県民、市町村その他歯・口腔
くう

の健康づくりに関する活動に関わ

る者(以下「関係者」という。)の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならな

い。 
4 県歯科保健計画の策定に当たっては、歯科口腔保健法第 12 条に規定する歯科口腔

くう

保健の推

進に関する基本的事項を勘案するとともに、健康増進法に基づく健康増進計画、医療法(昭和

23 年法律第 205 号)に基づく医療計画その他の県が策定する保健、医療又は社会福祉に関す

る計画との調和及び連携に配慮するものとする。 
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5 知事は、県歯科保健計画を定めたときは、広報、インターネットその他の適切な手段を用

いて、速やかに、これを県民に公表しなければならない。 
6 県歯科保健計画は、歯・口腔

くう

の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、少なくと

も 5 年ごとに見直しを行うものとする。 
7 第 3 項から第 5 項までの規定は、県歯科保健計画の変更について準用する。 

(平 24 条例 46・旧第 8 条繰下・一部改正) 
(市町村歯科保健計画) 

第 10 条 市町村長は、当該市町村の実情に応じた歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策をより

継続的かつ効果的に推進するため、県歯科保健計画の内容を踏まえ、当該区域における歯・

口腔
くう

の健康づくりに関する基本的な計画(以下「市町村歯科保健計画」という。) を定めるこ

とができるものとする。 
2 県は、市町村が市町村歯科保健計画を定めようとする場合には、当該市町村の求めに応じ、

情報の提供及び専門的な又は技術的な助言を行うものとする。 
3 県は、前項に定めるもののほか、市町村歯科保健計画の策定状況等市町村における歯・口

腔
くう

の健康づくりに関する施策の実施状況を勘案した上で、市町村に対して必要な支援を行う

ものとする。 
(平 24 条例 46・旧第 9 条繰下) 

(基本的施策の実施) 
第 11 条 知事及び県教育委員会は、県民の歯・口腔

くう

の健康づくりを推進するための基本的施

策として、次に掲げる事項を実施するものとする。 
 (1) 県民の歯・口腔

くう

の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに関係者の連携 
  体制の構築並びに歯・口腔

くう

の健康づくりに関する知識等の普及啓発に関すること。 
(2) 県民が定期的に歯科健診を受けること等の勧奨その他の必要な施策に関すること。 
(3) 市町村長、市町村教育委員会及び関係者が行うフッ化物応用等のむし歯の予防対策の 
 効果的な実施の推進に関すること。 
(4) 市町村長、市町村教育委員会及び関係者が行う母子保健、学校保健、成人保健、産業 
 保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯・口腔

くう

の健康づくりの推進に関す 
 ること。 
(5) 市町村長、市町村教育委員会及び関係者が行う学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 
 号)、スポーツ基本法(平成 23 年法律第 78 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)  
 等に基づく歯・口腔

くう

に関する外傷及び障害等の防止及びこれらの軽減を図るための対策 
 等の推進に関すること。 
(6) 障害を有する者、介護を必要とする者等に対する定期的な歯科健診又は歯科診療等の 
 適切な歯・口腔

くう

の健康づくりの確保及び推進に関すること。 
(7) 児童虐待及び高齢者虐待の早期発見に資する歯科医療機関等との連携及び関係者の  
 資質向上に関すること。 
(8) 歯・口腔

くう

の健康づくりに携わる者の確保及び資質の向上に関すること。 
(9) 歯・口腔

くう

の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究の推進に関すること。 
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(10) 歯科口腔保健法第 15 条に規定する口腔
くう

保健支援センターの設置の推進に関するこ 
 と。 
(11) 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔

くう

の健康づくりを推進するために必要な施策の 
 推進に関すること。 

2 県は、前項各号に掲げる基本的施策を実施するため、市町村、医療保険者、学校等が行う

歯・口腔
くう

の健康づくりに関する活動に対し、その設置する保健所による広域的な又は専門的

な見地からの情報の提供、助言等を行うものとする。 
(平 24 条例 46・旧第 10 条繰下・一部改正) 

(県民歯科疾患実態調査等) 
第 12 条 知事は、県民の歯・口腔

くう

の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とする

ため、少なくとも 5 年ごとに、県民の歯科疾患等の実態についての調査(以下「県民歯科疾患

実態調査」という。)を行うものとする。 
2 知事及び県教育委員会は、幼児期からの県民の歯・口腔

くう

の健康づくりを効果的に推進する

ため、県民歯科疾患実態調査のほか、幼児、児童及び生徒のむし歯及び歯肉炎の罹り患状況

等について、毎年調査を実施するものとする。 
(平 24 条例 46・旧第 11 条繰下) 

(にいがた健口文化推進月間) 
第 13 条 第 2 条の基本理念にのっとり、歯・口腔

くう

の健康づくりの習慣化を図り、これを将来

の世代に伝えていくため、にいがた健口文化推進月間を設ける。 
2 にいがた健口文化推進月間は、11 月 1 日から 11 月 30 日までとする。 

(平 24 条例 46・追加) 
(公表) 

第 14 条 知事及び県教育委員会は、毎年度、第 11 条に規定する基本的施策その他の歯・口腔
くう

の健康づくりの推進に関し講じた施策の状況を取りまとめ、公表するものとする。 
(平 24 条例 46・追加) 

附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 24 年条例第 46 号) 
この条例は、公布の日から施行する。 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年度 

新潟県の歯・口腔の健康づくり施策の 

実施状況 

   

    〒950－8570  新潟市中央区新光町４番地１ 

 新潟県福祉保健部健康づくり支援課          新潟県教育庁保健体育課             

電話 025－280－5934                           電話 025－280－5622 

FAX  025－285－8757                        FAX  025－284－9396 


